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 道路事業の施行に伴い必要となる土地の所有者を特定したところ，認知症を患う高齢者であ

ることが判明した。契約相手方の判断能力が不十分な場合は、成年後見制度の活用が必要とな

るが、関係親族において成年後見人になる者，また成年後見の申立ての意思がある者が不存在

の状態であり，契約不可能となってしまった． 
制度上，市長村長から申立てを行うことが可能であることから，土地所有者の居住する市役

所の高齢者福祉課と協議したところ，市長から成年後見の申立てを行っている実績があること

を確認し，本件においても同様に市長から申立てを行うことで，選任，契約締結に至った事例

である． 
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1.  はじめに 
 
 福知山河川国道事務所管内は，京都府の北部地域全域

に及び，道路においては，一般国道9号の60．7ｋｍ及び

一般国道27号の64. 0ｋｍ、河川においては由良川の河口

から54.1ｋｍ及び土師川の由良川合流部から2.3ｋｍを管

轄区域としている． 
近年は、地方等での事業を行う中で，土地所有者が高

齢である事や死亡により相続の発生している場合が多く

なっている． 
今回紹介する事例は，土地所有者が高齢者で認知症を

発症しており，土地売買の意思確認ができないため，契

約締結ができない状況になったことを受けて，その解決

方法を見いだし，土地調書の確認から土地売買契約締結，

用地取得の完了までを選任された成年後見人と行ったも

のである． 
 
 
2.  事業概要 
 
 本件事業は事前通行規制区間である管内地区において，

大雨・台風などの異常気象時，土砂崩れ・落石などの災

害を未然に防止し，安全な交通を確保するために落石防

護柵の設置等の法面対策等を行うものである． 
 なお，事前通行規制区間とは累加雨量200ミリメート

ルを超過すると，通行止めを実施する区間のことである．  

 
図-1 対策イメージ 

 

3.交渉経緯 

 
 土地所有者に対して事業説明及び境界立会依頼を行っ

ていく中で，土地所有者の親族から土地所有者本人は数

年前から高齢者施設に入居し，認知症を発症しているこ

とを確認した．親族が施設を訪問しても，誰なのかを認

識しておらず，回復が見込めない状態であった．聞き取

りを行った親族のうち1人が現地管理を担っていたこと
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から，境界立会にあっては当該親族の立会により実施し

た． 
 しかし，判断能力の不十分な相手方と契約を行う場合

は，成年後見制度において家庭裁判所によって選ばれた

成年後見人を本人の代理人として契約相手方とする必要

があり，本件において当該｢成年後見制度｣の活用を検討

することとなった． 
 

 
4.  成年後見制度とは 

 

 1）認知症，知的障害，精神障害などの理由で判断能

力の不十分な方は，不動産や預貯金などの財産を管理し

たり，身のまわりの世話のために介護などのサービスや

施設への入所に関する契約を結んだり，遺産分割の協議

をしたりする必要があっても，自分でこれらのことを行

うのが難しい場合がある．また，自分に不利益な契約で

あってもよく判断ができずに契約を結んでしまい，悪徳

商法の被害にあう恐れもある．このような判断能力の不

十分な方々を保護し，支援するのが成年後見制度である． 

 成年後見制度は，大きく分けると，法定後見制度と任

意後見制度の2つがある．任意後見制度は，本人が十分

な判断能力があるうちに，将来，判断能力が不十分な状

態になった場合に備えて，あらかじめ自らが代理人を選

ぶものである．本件においては，そのような事象ではな

かったため，法定後見制度の活用を検討することとなっ

た. 

法定後見制度は，｢後見｣｢保佐｣｢補助｣の3つに分かれ

ており，判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を

利用できるようになっている.本件では，土地所有者の

認知症の症状が進んでいることを親族から聞き取ってい

たことから，その内｢後見｣に該当するものと判断した. 

 法定後見制度においては，家庭裁判所によって選ばれ

た成年後見人が，本人の利益を考えながら，本人を代理

して契約などの法律行為をしたり，本人が自分で法律行

為をするときに同意を与えたり，本人が同意を得ないで

行った不利益な法律行為を後から取り消したりすること

によって，本人を保護・支援するものである. 

 

 

 

 

2）図-2 成年後見制度イメージ 

 
 なお，成年後見人には本人の親族以外にも，法律・福

祉の専門家その他の第三者や，福祉関係の公益法人その

他の法人が選ばれる場合がある．後見開始の審判を申し

立てた人において特定の人が成年後見人に選ばれること

を希望した場合であっても，家庭裁判所が希望どおりの

人を成年後見人に選任するとは限らない．希望に沿わな

い人が選任された場合であっても，そのことを理由に後

見開始の審判に対して不服申し立てを行うことはできな

い． 

 
 
5.  成年後見制度活用に当たっての検討 
 

 成年後見制度を利用するためには，まず始めに本人の

住所地を管轄する家庭裁判所に対し，法定後見開始の審

判の申立てを行う必要があった. 

当該申立てにあたって，以下のとおり検討した. 
 
(1)起業者からの申立て   
 申立て権限があるのは，本人，配偶者，四親等内の親

族，検察官，市長村長等であり，起業者自らが申立て 

人となることは不可能であった. 

 

(2)親族からの申立て   
 土地所有者には身寄りがおらず，親，姉妹についても

既に亡くなっている状況であり，亡くなられた場合に法

定相続人となる者が不存在であった． 

協議を行っていた親族の中には申立て権限を有する者

もいたが，申立てを行うには申立て費用等が発生する他，

戸籍謄本・登記事項証明書・本人の診断書等の書類が必

要であり，本人の判断能力の程度を医学的に十分確認す

るために医師により実施される鑑定の料金を支払う必要

が生じる場合もある． 

当方が制度に係る説明を行う前に親族間で制度利用に

ついて検討されたこともあったとのことであったが，前

述のとおり手続きに際し，面倒な点も多いことから，自

ら申立てを行う意思のある者は存在しなかった. 

 

 

3）図-3 申立てに必要となる費用 

 
(3)市町村長からの申立て 
 身寄りがいないなどの理由で，申立てを行う人がいな

い認知症の高齢者，知的障害者，精神障害者の方の保

護・支援を図るため，市町村長に法定後見開始の審判の

申立て権が与えられている. 
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 4）厚生労働省が発表している平成29年における申立

て件数は35,486件であり,その内市区町村長からの申し立

て件数は，7,037件で約19.8パーセントの割合を占める． 

今回，土地所有者の居住する市役所において高齢者の

対応を行っている担当の高齢者福祉課と協議したところ，

市長から成年後見の申立てを行っている実績があること

を確認した．そのことから当所の事情を説明し，本件に

おいても同様に市長からの申立てを依頼する方向で進め

ることとなった. 

当協議にあたっては，国施行事業の用地買収において

連携を図っていた市役所の用地担当課から事前に話をし

ていただいており，日頃のコミュニケーションを通じて

連携しやすい体制が整備されていたことが，協議が円滑

に進んだ理由の１つであると考える．  

 

 

 

図-4 申立人と本人との関係別件数（平成29年） 
 
(4)市長からの申立てまでの流れ 
市長からの申立てまでの手続きとして，申立て権のあ

る方に対し申立ての意思の有無を郵送にて確認（以下，

｢親族照会｣という．）を行い，全員の意思が無いことが

確認できたところで家庭裁判所への申立てを行うことを

協議し確認した. 

市においては親族照会の対象は2親等内の親族として

いた. 相続調査の結果，2親等内の親族は全員死亡して

いたが，照会以前に当方が説明を行っていた4親等の一

部の親族に対しては事前に承諾を得る方向で進めること

とした. 

市との協議以降，市長から申立てを行い手続きを進め

ることについて協議を行っていた親族全員から事前に了

承を得ることができ，市に正式に申立ての依頼を行った. 

 

 

6.  成年後見人選任決定と事務手続き 

 

 当方が依頼を行ってから市による親族照会，家庭裁判

所への申立てを経た約7ヶ月後，市から成年後見人とし

て，同市内に事務所を設ける弁護士が成年後見人として

選任された旨の連絡があった．  
当方から成年後見人である弁護士に対し，事情及び今

後の流れについて説明を行い，筆界確認書等への署名・

押印依頼を行った．なお，依頼時には，現地写真の他，

現地立会が現地管理人である親族により行われているこ

とを証する土地境界確認書の写しを提供した． 
その後，補償金提示及び契約締結に至った． 

 
 

7.  成年後見制度活用に当たっての問題点 

 

 成年後見制度を活用することについて，関係親族から

最終的には了承を得ることができたが，難色を示された

ところもあり，説明に苦労した．専門知識を持ち合わせ

ていなかったことから，司法書士への相談も行いながら，

親族への説明・質問に対する回答を行い理解を得られた

が，制度の利用にあたって支障になると思われる点を以

下に挙げる． 

 
(1)申立て費用がかかること 
先にも触れていたが，法定後見開始の審判の申立てに

は費用が発生する．制度活用に当たっては親族からの申

立てを検討することとなるが,当該費用を起業者からお

支払いはできず,申立てを依頼する親族に自己負担して

いただく必要がある．また,選任された成年後見人には,

契約締結以降,土地代金を含む用地補償金をお支払いで

きるが,成年後見人は家庭裁判所によって選任されるた

め,申立て人本人が選任されるとは限らず,当該費用を回

収できる補償はできない． 

制度利用にあたり,日本司法支援センターによる資金

援助,市町村からの必要経費助成を受けられる場合もあ

るが,起業者側からの費用工面ができない中での依頼は,

親族が事業に非常に協力的でない限り,苦労を要する点

であることは明らかである．補償基準の見直し,若しく

は公共事業の場合にあっては申立て費用が軽減・免除さ

れる制度となれば,親族への理解も得られやすくなるも

のと思料する． 
 
(2)成年後見制度の利用を中断することができないこと 

成年後見制度は判断能力が不十分な本人の権利を保護

するための制度であることから，本人の判断能力が回復

したと認められる場合でない限り，制度の利用を途中で

中断することができない．本件のように回復の見込みが

ない場合にあっては，その役目は本人が亡くなるまで継

続されることとなる． 

また，成年後見人の職務はあくまで本人の財産管理や

契約などの法律行為に関するものに限られており，食事

の世話や実際の介護などは，一般に成年後見人の職務に

含まれない．つまり，土地所有者の家の敷地内の草刈り，

掃除等は引き続き親族が行うこととなる一方，土地所有
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者の一切の財産は成年後見人の権限下に置かれることと

なる点について，親族が難色を示された． 

親族から，選任の期間を本件事業の契約に係る期間に

限定できないかとの要望を受けたが，そのとおり限定的

に制度を活用することができればより理解を得られやす

かったと考える． 

なお，本件にあっては法定相続人が不存在であったこ

とから，土地所有者の死後は相続財産管理人が家庭裁判

所によって選任され，当該財産管理人が土地所有者の財

産管理を行うこととなる．成年後見人の役目が終了して

からの流れについても，親族への説明において質問を受

けた点であった． 
 
(3)起業者による申立てができないこと 
前述のとおり，起業者には申立て権限が与えられてい

ない．本件では，当方が市に申立て依頼を正式に行って

から約4ヶ月後に市から家庭裁判所に申立てが行われ，

そこから家庭裁判所において約3ヶ月の期間を経て成年

後見人が選任された． 

家庭裁判所における審理期間については，多くの場合，

申立てから法定後見の開始まで4ヶ月以内となっており，

短縮することができるものではなかったが，市による親

族照会・内部決裁に要した期間については，起業者によ

る申立てを行うことができれば短縮できたものである．

今般，自然災害が多発しているところであり，事業施行

のため早期の用地買収が求められる場合も多い．そのよ

うな中，少しでも用地買収に伴う手続期間を短縮するこ

とは有意義であると思料する． 

 

 
5）図-5 法定後見開始までの手続の流れの概略 

 

 

また，本件においては依頼を行った市において申立て

実績があり，協力的であったことから，滞りなく契約締

結まで至ることができたが，同事務所管内の他自治体に

対し，過去に同様に申立て依頼を行った際，条件が整わ

ず拒否された記録が残っていた．親族に申立て意思のあ

る者がおらず，市町村長による申立てもできないとなっ

た場合，検察官からの申立てを検討することとなるが，

検察官による申立てについても不可能となった場合，手

続きが停滞してしまい，用地買収における隘路となって

しまう．  

今後，6）高齢化がさらに進み，｢団塊の世代｣が７５

歳以上となる2025年の日本では，およそ5.5人に１人が

７５歳以上の高齢者となり，認知症の高齢者の割合が増

加していくと推計されている． 

同様の事象において隘路とならないために，公共事業

に係る場合にあっては，起業者による申立てを限定的に

認める等，制度の柔軟化が検討され施行されれば，さら

に実行力のある後見制度となると感じた． 

 

 

8．まとめ 

 
制度活用にあたっての問題点を痛感したところである

が，本件にあっては，日頃からの関係自治体との連携体

制の整備も寄与し，制度上可能となっている市町村長に

よる法定後見開始の審判の申立てを行うことができたこ

とから，成年後見制度を活用でき，選任された成年後見

人との契約締結に至ったものである．認知症の高齢者の

割合が増加していくと推計されていることから，本制度

の活用は今後，用地取得における解決策として大いに利

用され得るものであると思料される． 

個々の事案や自治体における実績等による部分もある

ものと解するが，本件と類似した事例において，市町村

長による申立てを検討する際の参考資料となれば幸いで

ある． 

 また，先述のとおり本人が十分な判断能力があるうち

に，将来，判断能力が不十分な状態になった場合に備え

て，あらかじめ自らが代理人を選ぶ｢任意後見制度｣も存

在する．任意後見制度によりあらかじめ任意後見人が存

在していれば，本件においても当該任意後見人のみとの

交渉で完結できた．相続登記未了地の増加による所有者

不明土地問題が顕在化しており，法務省において相続登 

記手続きの簡素化が図られている他，現在任意とされて

いる相続登記を義務化する検討もなされているところで

ある．公共事業促進のため，任意後見制度にあっても，

積極的な利用が図られるよう法整備がなされることに期

待したい． 
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